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が又、絶景である。時間よ止まれ、であるが、

現実に戻って三年味11曾を買い二日ぶりの町田

へと着いたのであった。

こうして楽しい一泊旅行が出来たのは、東

京電力さんのご協力は言うに及ばず、税務署

の方々、その他多くのお力を貸して下さった

方々のおかげだと心からお礼申し上げます。

そして最後に「ここで、女の底力」、安曇野

の想い出を胸に私は今年も年末を乗り切るの

であります。

手づくり研修会に参加して
小ものづくりと酒まんじゅう

盛夏の候も過ぎ、朝夕は涼しさを一身に一

日の職場も満悦出来る季節となりました。法

人会女性部会も 9月6日成瀬駅前セ ンターを

借りて研修会を実施致しました。遠方の方で

は成瀬駅前の発展にピック リされた方もお ら

れたのではと思います。

今回は部会長さんに教授して頂き、健康保

険証及びカード入れを作りました。現代は、

電話、病院、買物、海外旅行等カードの時代、

時のうつり変りの激しい中で、 とても良い作

り物と皆さんが喜んで、居られた様子でした。

町田税務署からも 2名の方が見えられ一所

懸命女性部に負けずにキレイに仕上げて居り

ました。中には内職に作って販売したら等と

笑顔満面に作っておられたのに、私達も喜ん

でいただけたものとホ ッと致しました。

次に神蔵副部会長さんから酒まんじゅうの

作り方について。材料、仕込、仕上迄の行程

女性部会幹事金子 ハナ

をとても分りやすく説明して頂き ました。昭

和の初期に生まれた個性的な味、添加物が全

然入ってない、 j問まんじゅうを口いっぱいに

ほおばり本当においしく頂きました。

堤部会長さん、神蔵副部会長さん本当に有

難うございました。当日迄は幹事役員が弱い

ので、さぞ夜も 11民れぬ程御心配をかけた事深

くおわび致します。次の時は各自がしっかり

勉強をして女性部会の発展のために頑張って

行きたいと思っています。

季節の変り目故皆さん一人一人がお体に充

分気をつけて次の会合にも元気でお会いする

のを楽しみにしております。

又、社長さん達に喜んで、戴ける よう一日一

日内助につとめながら、町田法人会女性部会

は、すばらしいとおほめの言葉を頂けるよう

に21世紀をめざして頑張って参ります。

部会だより 青年部会 l
たのしい想い出ができました。

第6回ファミリー研修会

青年部会幹事諸星 征孝

8月24日、町田ボウリングセンターに於 32名、小人17名)で行なわれました。その中

て、ファミ リー研修会が、参加者49名(大人 には、 町田税務署前統括官の西本ご夫妻も参
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加して下さいました。残暑というよりも、初

秋のよ うな気候で、スポーツの秋が近づいて

来たな、と思う陽気でした。集合時間の9Il寺

30分には、部会員のご家族が楽しそうに笑顔

で、続々といらっし子いました。

ゲームでは、女性はハンディを15、お子様

はハンディ30-60と、ガーター防止のパンジ

ーレーンの使用により、誰でも優勝でき ると

いう事で、 皆さん張り切っている様子でした。

10時に会場のアナウンスと同時にゲームが始

まったのですが、その直後に、西本さんが、

第一投後に勢し、余って、大転倒するというハ

プニングがありました。後でご本人の弁では、

学生時代に 1日20ゲーム以上投げていたそう

で、今回は優勝を狙っていたそうです。他の

男性陣も、 昔、 !胞を鍛えた様子で、ストライ

ク ・スペアを取っていました。意外だった事

さ
て
、
優
勝
し
た
の
は
誰
で

し
ょ
λ
ノ

は、小さなお子様は、ガーターにならないの

ですが、ピンまでボールが転がらず、途中で

止まってしまうアクシデン トが続出したこと

です。係の人が、忙しそうにレーンの間を駆

け回っていました。2ゲームを終え、懇親会

に移り 、成績発表と昼食会が始まりました。

11立にはかつてプロボウラーを 百十旨したとい

う堤副部会長が。2位3位 5位は男性が占め、

そして、第4位をなんと 2才の男の子が獲得

しました。本人よりも親の方が恐縮していた

ことが印象的でした。表彰の後、ジャンケン

ゲームが全員で行なわれ、大人も子供も混え

た、白熱した戦いが繰り広げられ、 2回戦で

は、非情にも子供を負かした三橋相談役が勝

ちました。歓談を混じえての立食パーティー

は、瞬く聞に過ぎ、無事閉幕しました。

部会だより 源泉部会 l
間違いやすい事例いろいろ

本年度第 l回の研修会は 9月26日城南信用

金庫原町田支出で行なわれた。雨の中熱心な

部会員が集って、今回は源泉所得税と消費税

の二本立てで、①源泉所得税 ・誤り易い事例

(現物給与など)、②消費税 ・改正の概要と

情意点について、町田税務署法人謀税部門の

佐藤統括官、鉄川上席、酒井上席の各氏にお

ねがし、して、わかり易いしかも為になる説明

を受けることができた。 新しい知識を必ず身につけることができます

「「
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石汗 ム
玄 知らせ

参加者が倍増平成8年度初級実務簿記
初級実務簿記講習会は今回で15回目を迎え

ました。例年は、受講希望者が定員枠を越え

ることもありました。そこで、今回は、 2部

構成にして定員枠を増やしたと ころ、参加者

が倍増し、ニーズに応えることカT出来ました。

講習会で全課程を終了された方は、次のと

おりです。(敬称略)

昼の部修了者名簿 | 夜の部修了者名簿

天野通信欄 森山葉子

(有)安諸工業所 安諸久子

(有)アイ・ ピー・ エス・ジャパン 新藤敬子

(有)利運 山!l!系理絵子

(附テレニクス

丸町商事(有)

石井自動車工業(槻

(有)ベラ

(有)エンデパー

(有)ヤマギシズム生活実顕地

生産物多摩供給所

(有)オイヌマ基工

(却喜多見工務庖

(有)ウエストポイント商会

ア トリ エ無伴(利

(鮒 トネノfーツ

(有)安田土木

荒田康子

佐々木異也子

石井幸枝

村松あい子

永易芳子

藤井彰子

生沼紀子

栴森康子

福岡穆彦

岸川純子

万繭平清

安田正太郎

(布プラス ・ワン 森巽一

(有)カツラ ・オプト ・システムズ桂理津子

(有)ピーアンドケイ 中川美津江

(有)アベニュー

(有)アーティチョーク

大里興業(朝

(槻大沢園

(有)創美

(有)川口管工業

相模サー ビス(布

(有)テクニ yクスウォッチ

双立建設(鮒

市川輝子

金子潔

根岸富美子

大沢節子

小111悦子

裳主紀子

菅原幸子

若林香穂利

小山田俊子

テクノアース(有) 森山佳孝

日本電話設備(槻 山田恭子

(学)玉川学閏 大槻利行

(有)ひまわり企画マネキン紹介所 内田善吉

(有)一陽商会 原田修

(樹新星舎印刷所 名取玲子

(州インテリジ、ェン トサイエンス 鈴木美和子

日本ピシエイ側 神谷治子

(有)大蔵商事 宮地竹虎

(有)タツミ設備工業 多積由子

(有)タツミ設備工業 熊田信子

付制大妻工務庖 藤田睦子

(槻大妻工務庖 山本美智子

(槻プレシア 佐藤譲

惰)オール製靴 西田光寿

(有)オール製靴 菊地洋行

附柾屋商j苫 柾屋=恵

尚栄機工(株) 萩原美代子

Wl0テイ ・アイ ・ジー 森川やよい

不二ホームコンポーネント日.*l 小島芳子

ユタカ電気(株) 相合谷理

ユタカ電気(附 池原信雄

ユタカ電気(掬 石上耕作

斎富建設(附 森秀子

(有)ヤマギシズム生活実顕地

生産物多摩供給所
春木顕司

po 



おもいきった法人税軽減を
平成9年度 税制改正要望全国大会

|個人所得も減税消費課税を充実 |

平成9年度の「税制改正要望全国大会」が

8月27日、東京の日本青年館で聞かれ、全国

から法人会員1，300人が参加して、「決議Jr基

本事項J r個別事項」を審議、いずれも満場

一致で採択した。ことしは政府の消費税率見

直しの年に当たるため、例年より一か月早く

開催されたものである。

要望は、未曽有の財政危機と高齢化社会の

到来を踏まえ、行財政改革の断行と規制緩和、

税制改革の推進により、経済及び経営の活性

化を図るべきであると、その実現を強く訴え

ている。具体的には国際的に見ても高すぎる

法人税の税率を米国並みの40%に引き下げる

こと。同時に個人の所得税率も引き下げる。

そのために消費課税の充実が必要で、あること

を強調している。

大会スローガン
O 活力ある経済 ・社会の構築めざす

税制の確立を/

O 財政赤字解消は国民的課題
行財政改革 ・規制緩和の断行を/

O 法人の実効税率は40%程度に
中小企業の税負担も軽減が必要/

O 同族会社の留保金課税を廃止し
中小企業の経営基盤強化を/

O 国税 ・地方税あわせ

所得税の最高税率50%に引下げを /

O 直間比率の是正 ・福祉財源に
消費税率のさらなる充実を/

O 事業税・住民税を見直し
法人の実効税率の引下げを/

O 中小企業は日本経済の原動力

事業承継に格段の配慮を/

ro司

力強く要望事項を朗読

採択に先だって行われた講演は「元気を取

り戻せるか日本経済一現状と展望一」 と題し

て、元経企庁事務次官で現在、慶応義塾大学

教授の赤羽隆夫氏が行った。

第1 大胆な構造的施策の推進を

将来の課題と認識されていた、21世紀社会

の到来が、今や目前に迫ってきた。その21世

紀を、より豊かで生き甲斐のある社会とする

ために、わが国の経済 ・社会の構造的改革が

強く求められている。政 ・官 ・民の協調によ

り規制と保護に支えられ、その枠組みのなか

で高い経済成長をとげてきた体制が、 自由化

や国際化、 高齢化の急進展で崩れ出し、活力

さえも失われつつあるからである。

とりわけ、いまなお続く資産デフ レと昨年

円，
，
唱

E
i



夏までの急激な円高とは、いちじるしく企業

の収益力を低下させ、産業の空洞化をもたら

した。その結果、企業はリストラに追われ、

勤労者の雇用機会は減少している。最近、ょ

うやく景気回復をうかがわせる動きも出てき

たが、中堅・中小企業を中心に取り残されて

いる分野が多く、まだまだ不況は続いている

というのが多くの経営者の実感である。

われわれ経営者は、この歴史的な転換期を

乗り切り、厳しい試練を克服するための努力

を重ねている。しかし、それを実りあるもの

にするためには、租税政策をはじめ、固と地

方の施策が適切に運営されることが前提とな

る。政策当局は、平成9年度の税制改正に当

たり、このことを正しく認識し、積極的な施

策を講ずるべきである。

ご0:

第2 強力な行財政改革の断行を

わが国の財政収支は、現在、世界最悪とい

うべき状況に陥っている。たとえば、長期債

務残高は平成 8年度末に442兆円に達する見

込みであり、財政収支の赤字は国内総生産の

7.0%にも相当し、米国の 1.7%、ドイツ

の3.9%はもとよりフランスの 4.2%をも

上回る。さらに、国鉄清算事業凶の長期債務

をはじめ、財政処理を必要とするいわゆる隠

れ借金が約43兆円もある。 このような財政

事情のもとでは、景気刺激策をはじめ、財政

に期待されている施策を遂行することはでき

ない。速やかに財政を再建し、政策対応力を
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回復する必要があるO そのために社会保障関

係費の抑制、配分の見直しなど公共事業の合

理化、農業予算等の各種補助金の減額などに

より極力、財政支出を減らすべきであるO ま

税制改正に関する決議

わが聞は、いま21世総の到来を目前に、

国際化と高齢化の急激な進展のなかで、

歴史的というべき太きな転換期に直面

でいる。じかも、製造業を中心とする事

業活動の海外移転、いわゆる産業の空調

北が怠速に進み、資産所フレの綾遺症も

あって、企業経営は較しい困難に直面し i・
"'"さいる。他方で、財政収支は多年にわた

る過大な国管弦存の政策によって、その

本来の機能を果たしえない状況となって

いる。

司.

税制改正要望全国大会



た、固と地方自治体の行政機構を簡素化し、

議員 と公務員の定数を減ら して給与費を節減、

財政投融資も見直すべきである。いうまでも

ないが、いっそうの政府規制の緩和は、行財

政改革の視点からも極めて有効で、ある。

このさい政府は、聖域を設けることなく 、

あらゆる施策を抜本的に見直し、米国の経験

なども参考に、財政再建の指標と目標年次と

を設定すべ、きである。行財政改革の推進と財

政資金の効率的な配分に必ずや寄与するはず

である。

第3 高齢化社会への積極的な備えを

わが国は、いま社会革命というべき高齢化

社会が進行している。それ自体は、決して悲

嘆すべき現象ではなく 、む しろ慶ぶべき事柄

であろう 。しかしながら現在でも年間約70兆

円規模にもなる社会保障給付支出は、 4年後

には90兆円を突破する。とくに、医療給付費

の伸び率が大きく、現時点の約28兆円から約

38兆円に膨らむであろう 。老人医療費の急増

が主因である。

この増大する社会保障負担は、現役の働き

手の租税と社会保険料とに依存するほかない

が、いわゆる労働力人口の構成比は驚くべき

速度で急低下している。もちろん働き手の雇

い主である企業や法人の負担も増加する。そ

の負担を、いたずらに後世代に残すわけには

いかなし、。

現状のまま推移すると、租税負担と社会保

険料負担、つまり国民負担は近い将来、国民

所得に対し確実に50%台に乗る。60%台にな

るという予測もある。しかし、欧州の停滞し

た経済 ・社会をみれば、断じてそうさせては

ならなし、。年金給付制度と医療保険制度とを

改革し、さらに経済の活力を復活して、将来

とも国民負担率は50%未満、理想、を掲げれば

45%程度にとどめる必要がある。

そのためにも、 21世紀に向けた民間企業の

活力発揮の基盤づくりが不可欠である。

第4 税制改革で経済の活性化を

わが国の経済 ・社会を国際化、空洞化、 高

齢化に対応できる強靭な体質に改めるうえで、

租税政策が負っている役割は極めて大きい。

この点は、すでに国民共通の認識と思われる

が、現実の税制はわれわれの期待に程遠いの

が実情である。改革の具体案で国民合意の形

成ができないでいること等を理由に、政治が

責任を十分に発揮していないためである。

しかし、われわれが長年にわたり要望して

きたように、改革の方向は明らかである。ま

ず、国税と地方税とを通じ、法人の税負担を

思い切って引き下げ、少なくとも米国並みと

する。併せて個人所得への課税も軽減する。

そして、消費課税を充実し、税収構造の直間

比率を是正する。同時に、課税ベースを広げ、

るなどして税制全体の謀税の適正化、 公平化

をはかり、かつ簡素化して納税と徴税のコス

トを下げる、等の施策が是非とも必要である。

町田の税制委員も参加しま した

n『
u



-E買JdEZJAR12・
法人、個人ともに
相当の軽減が実現ff

土地譲渡益課税については、法人税、所得税とも

バブル期に地価上昇を抑制するために税率引き上げ

が行われましたが、平成8年度税制改正で、バブル

崩壊後地価が下落傾向をたどっていることか5税率

の引き下げが実施されることとなりました。

法人税関係では、長期所有、短期所有、超短期所

有の土地重課の税率が半減されるとともに超短期の

場合に適用されていた分離課税が追加課税に改正さ

れました。

所得税関係では、個人の長期所有土地の譲渡益に

課税される税率が平成2年度以前の水準まで引き下

Ij'5れました。

詳細については以下の通りです。

。 (法人の土地重棚率の引き下げ

法人が所有している土地等(土地または借地権等)を

譲渡した場合には通常の法人税とは別に、その土地等

にかかる譲渡益だけを取り出して、これに所有期間に

応じて10%一30%の税率で特別の法人税が課税されて
pました。

〈法人の土地重課制度〉

{ 1 ~又 |
_11益J
一一 日 ) I 
¥ 1怒j1 -I! I)x 

今回の改正では、法人の土地等の譲渡益課税につい

て一般の土地譲渡益に対する追加課税の税率が所有期

間に応じて以下のようにヲ|き下げられました。

〈追加課税の税率〉 (改正前) (改正後)

長期譲渡 (所有期間5年超) 10% ・今 5% 

短期譲渡 (所有期間5年以下)I 2臨時 10%

超短期譲渡 (所有期昨年以下)I ' ''~臨時 15%l (分離課税)

(注)1超短期譲渡につL、ては、税率30%が15%となったのと同時に分離課税
が追加課税に改められました。

2この改正は平成8年1月1日以降の土地等の譲渡について適用されていま
す。

-改正前と改正後の比較計算例

(例)法人の所得金額が2億円でよその所得金額の

うち土地譲渡利益金額が 1億円の場合で、その土

地譲渡試 ①長期所有土地、 ②短期所有土地、 ③

超短期所有土地、の場合の法人税額の計算は次の

とおりとなります。(なお、法人税率は37.5%としま

す。)

①長期所有土地の場合
(法人所得の税額土地譲渡益の税額法人税額)

直主面 2億円X37.5%+1億円X10%=8，500万円
mE騒 2億円X37.5%十1億円X5 %=8，000万円

②短期所有土地の場合

直豆冨 2億円X37.5%+1億円X20%=9，500万円
E!I!盟 2億円X37.5%+1億円X10%=8，500万円
③超短期所有土地の場合

直豆劃 2億円X37.5%+11億円X(37.5%+30%)
1億円X37.5%1=1億500万円

E重留 2億円X37.5%+1億円X15%=9，000万円
④赤字法人(超短期譲渡所得 1億円)の場合

直E副 1億円X(37.5%+30%) =6，750万円
~ 1億円X15%=1，500万円
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DC個人の土地長期譲渡所得棚の軽減
今回の改正で、個人の土地所有期間が5年を超え

る長期所有土地への課税、いわゆる「長期譲渡所得課

税」について、特別控除後の譲渡益に乗じる税率が3

段階に分けられ、部分的にヲlき下げられま した。

従来までは譲渡益の額に関係なく一律39%(所得税

30%、住民税9%)であったのが、平成7年度改正で、

特別控除後の譲渡益4，000万円以下の部分については

32.5% (所得税25%、住民税7.5%)の税率に引き下げ

(改正 前)

-・|忠誤認主分
特別控除後の譲渡益 ， 一

132.5% 
4.000万円以下の部分目

特別控除後の譲渡益

4，000万円超
B，000万円以下の部分
時 1

特別控除後の譲渡益

8，000万円超の部分

特別控除後の譲渡益

4，000万円超の部分

-改正前と改正後の比較計算例

(例1) 

土地の売却価額・.....4，000万円

土地の取得費…・・・不明 (昭和55年相続取得)

譲渡費用……300万円

〈譲渡所得の計算〉
(譲渡価額概算取得費譲渡費用)(長期譲濯特別控除額)

4，000万円一1(4，000万円X5%)+300万円1-100万円
(課税長期譲渡所得金額)

=3，400万円
(所得税額)

医lEMI 3，400万円X25%= 850万円…・①
(住民税額)

3，400万円X7.5%= 255万円…一②
(合計税額)

① + ② = 1，105万円

(所得税額)

園盟 3，400万円X20%= 680万円・・・…③
(住民税額)

3，400万円X6% = 204万円・…ー④
(合計税額)

③ + ④ 884万円

られましたが、今回の改正では、さらに特別控除後

の譲渡益4，0∞万円以下の部分については26%(所得税

20%、住民税6%)、 8，000万円以下の部分について召ま

32.5% (所得税25%、住民税7.5%)にヲ|き下げられま

した。なお、 8，000万円を超える部分については従来

どおり39%の税率のままです。

なお、この改正は平成8年l月1日以後に行う土

地等の譲、渡について適用されています。

(例2)

土地の売却価額…… 2億円

土地の取得費……4，000万円(昭和45年取得)

譲渡費用……800万円

〈譲渡所得の計算〉
(譲渡価額取得費譲渡費用特別控除額)(課税長期譲置所得金額)

2億円-14，000万円+800万円1-100万円=1億5，100万円
(所得税の速算表所得税額)

直lEMI1億5，100万円X30%-200万円=4，330万円…①
(住民税の速算表住民税額)

1億5，100万円X9 %- 60万円=1，299万円…②

①
 

(合計税額)

=5，629万円+ ② 
(所得税の速算表所得税額)

E重留 1il5， 100万円X30%-600万円=3，930万円 ①
(住民税の速算表住民税額)

1i:意5，100万円X9 %-180万円=1，179万円 -④

③ 
(合計税額)

=5，109万円+ ④ 

女この記事についての問い合わせ先一一一一一(社)東京法人会連合会 合03-3355-2914
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税

政府税制調査会
法人課税小委員会での審議状況

法人課税については、約30年の間抜本改革が行われておらす、とれに対

し政府税制調査会では法人課税小委員会を昨年10月に設置し、活発な審議

を重ねてきました。

東法違では、その審議内容について入手した資料に基づき、以下のとお

り主要な検討項目および論点についてとりまとめました。

それによると、法人税制の中での課税ベースの拡大による法人税率の引

き下げが主要な議論となっていると思われます。

なお、政府税制調査会では、本年11月に答申を出す予定にしています。

検討項目 現 f丁 =百4岡3蜘 点 コ メ / ト

率 基本税率37.5% 課税ベス拡大に 我が国は、先進国中ドイツに次いで法人税
実効税率49.98% よる基本税率およ 負担が重い。「国際競争力維持のため、税率
(法人税33.48%、地方 び実効税率の引き 引き下げが必要jとの認識に立ち、法人課税
税1650%) 下げ の負担を軽減するため、課税ベ ス拡大で減

税財源を賄おうとしている。

法人税 1%の税収は約4.000億円である。

同小委のこれまでの審議経過より法人税

2.5%の減税を視野に入れた検討をしている

模様で、とりあえず 1兆円 (4.000億円×

25)の財源を課税ベ ス拡大で力パーしよ

うとしている。

-課税ベース拡大の対象となる項目

検討項目 現 1T ~岡s 点 コ メ / 卜

1.引当金

0貸倒引当金 法定繰入率または、実績 実績繰入率のみを 「法定繰入率は、実態を反映してい芯い。ま
繰入率による引当金繰入 認めるべき た、同引当金は、利用実態が大企業に片寄っ
が認められている。 ている。」といった意見が公平性の観点より

ある。

残高4兆6.726億円 (うち大企業利用割合

84.3%、なお残高は94年2月~95年 1 月末

の聞に終了した事業年度までの計数であり、

以下の引当金についても同様)

0退職給与引当金 累積基準のうち累積限度 累積限度額を40% 残高13兆9.335億円 (うち大企業利用劉
額が 「当期末退職給与要 → 30%1こすべき 合89.4%)
支給額の40%まで」の

繰入が認められている。

0賞与引当金 暦年基準方式または、支 同引当金の廃止 87年度改正でいったん廃止が決まったこ
給対象期間基準方式によ とがあり、改めて廃止の方向で検討される模
る場合に認められてい 様。
る。 残高8兆7.768億円 (うち大企業利用割合

775%) 
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検討項目

0製品保証等引当金

0返品調整引当金

0特別修繕引当金

2.租税特別措置

-
3.公益法人課税

4.有価証券の評価

5長期請負工事

6.減価償却方法

-
7割賦・延払基準

8.中小法人に対する
軽減税率

9.法人事業税

現 行 輸 点 コ メ ノ ト
製品の欠陥等の補修の費 間引当金の廃止 非適用業種とのバランス、費用の先行計上
用にあてるために認めら の必要性等で問題があるとの指摘があり、廃
れている。 止が有力である。

残高2.511億円(うち大企業利用割合
88.5%) 

概卸資産の買い戻しによ 同引当金の廃止 製品保証等引当金と同様
る損失の見込額に認めら

れている。

一定の大規模芯修繕に要 同引当金の廃止 製品保証等引当金等と同様
する費用にあてるために

認められている。

特定の政策目的を実現す 廃止 抜本的芯整理合理化の推進、税負担の公平

るため、税額控除、特別 性の確保、課税ベースの艦大、規制緩和、透

償却、準備金等が認めら 明性の確保、特定企業に受益が集中するのを

れている。 排除する、といった観点から廃止される可能

性がある。

全租特廃止により約3.920億円が捻出され|
る。

27%の軽減税率、寄付 普通法人に対する 普通法人との聞で税率や課税所得の範囲等

金に係る特例等により優 優遇規定の縮小忽 で優遇されている点が多く、これを利用した

遇されている。 いし廃止 課税逃れが行われている場合がある。ここ数

年の聞に公益法人に対する課税は強化されて

きているが、財源確保の立場からより一層の

課税強化が行われる可能性がある。

企業支配株式を除く上場 原価法のみの評価 含み損だけを認識して、含み益を計上し主主 l

有価証券の評価には原価 とすべき い低価法は「課税の公平上問題があるJとい
法と低価法の選択が定め った意見があり、原価法に一本化される可能

られている。 性がある。

工事完成基準を原則とし 工事進行基準に一 企業会計の慣行、適正な期間損益の計算、

つつ、利益の見込まれる 本化すべき 工事原価の見積り、赤字工事、国際会計基準

ものについては工事進行 等の観点から工事進行基準に一本化される可

基準で収益費用が計上で 能性がある。

きる。

有形減価償却資産につい 建物について定額 有形減価償却資産のうち建物について、償

ては定額法または定率法 法への一本化、耐 却方法の定額法への一本化、国際比較で長い

が定められている。 周年数の見直し、 耐周年数の短縮、利益操作に使われやすい償

償却方法の途中変 却方法の途中変更の制限等について議論があ

更 る。

割賦販売等および延払条 販売基準に一本化

件付譲渡等について賦払 すべき

金の履行期に利益計上で

きる。

中小法人の各事業年度の 基本税率への一本
墨本税率 [37596)Trh"哲V夫F¥〉

所得金額のうち年800万 化 と軽減税率の格差是正

円以下の金額に28%の に着目した議論があ

軽減税率が適用されてい る。

る。

所得を課税標準として課 外形標準課税の導 外形標準課税を検討するに際しては、所得

税されている。 入 に人件費、利子、賃貸料の支払額の合計額を

課税対象の付加価値とする「加算法Jを用い
る案がある。

女この記事についての陣、合わせ先一一一一一(初東京法人会連合会合03-3355-2914
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!イシ日川i国国国|が情報を発信|
東京都では、パソコンン通信の商用ネット

ワーク上に「東京都情報」コーナーを開設し、

都の情報を提供しているところですが、この

たびインターネットを利用した「東京都情報」

を提供することになりました。

東京都カ、らのお知らせ、知事発言集、審議

会 ・懇談会の情報、 相談 ・申請等の窓口案内

など多様な情報を、聞かれた都政の推進の一

環と して、広く都政情報を提供しています。

ご利用くださし、。

また、「長日事への提言」もインターネッ ト

で受信しています。

「東京都情報」

インタ ーネットで

. (アドレス)

http://www.metro.tokyo.jp 

パソコン通信で

(ニフティサーブの場合のコマンド)

GO TOKYO 

〆 絹咽ト
ノ3ラλfII、ぷ I~ i \

jv、iJFI;??/ゑ J
インターネット

(PC-YANの場合のコマンド)

J TOKYOBB 

(PEOPLEの場合のコマンド)

GO TOKYO 

「知事への提言」

手紙 ・ハガキで

・・〒163-01東京都庁「生日事への提言」担当

ファクシミリで一....03-5388-1233 

インターネット ・パソコン通信で

…上記の「東京都情報」にアクセスしてく

ださし、

詳しくは都庁政策報道室広報部企画管理謀

へおたずねください。

宮 (03)5388 -2266 

編集後記

9月初頭の「箱根役員研修会J 10月11月の「会員増強月間」そして 「税を知る週間」と

本年度の法人会活動もいよいよ佳境に入って参り ました。

広報委員会としても会員の皆さんの地区会の活動を広くご紹介し、ご自身の地区会の一

層の活性化のお役に立てればという主旨で、今後も地区会活動の取材をして参りたいと思

います。引き続き皆さんからの寄稿もお待ちしていますのでよろしくご協力下さい。

発行入社団法人町田法人会長岩波弘介

編集入社団法人町田法人会広報委員会

東京都町田市原町田 3丁目 4番4号

TEL 0427 (26) 2453 FAX 0427 (24) 5853 

法人会のシンボルマークです。

カラーはマリンブルー。 泊

q
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.充実の医療保障で、安心0

.海外での事故・病気も保障。

(海外アシスタンスサービス制度あり)

・圏内・海外での救援者費用も保障。

.女性医療特約により女性特有の疾病による入院も保障。

事
業
一
筋
に
打
ち
込
ん
で
き
た
た
め
、

と
ち
ら
か
と
い
え
ば
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い
た
将
来
に
対
す
る
備
え
。

企
業
の
成
長
と
と
も
に
、
責
任
は
ま
す
ま
す
重
く
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
重
責
を
果
た
し
つ
つ
も
、
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
毎
日
を
:
:
:
。

き
っ
と
表
情
に
も
ゆ
と
り
が
出
て
く
る
は
す
で
す
。

4砂最長85歳までの長期保障、保険料は満期まで一定0
.法人が負担した保険料は、

一定の範囲で損金に算入できますh

.重責にふさわしい最高4億円を超える大型保障。

-・F

ー.. 

企業保障フラン〔総合型LJ
法人会の経営者大型総合保障制度 I 

漏}
西東京支庖/八王子市旭町10-3
(安嶋中央ピル3F)TEL 0426-44-3151 
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本町田・木曽団地の調整池。

向こうに見えるのは緑が丘小学校

〆4売r

〈ゲ

天高〈・・・

秋風にたなびくすすき

写真提供のお願い
次回の会報では、市内の

風景で御来光をテーマに

予定しています。

お手持ちの写真を提供 し

て下さい。

手

薬師池公園(可lJ1市提供)

、.，

内しの赤IIIつ-，

有


